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１ 被選挙権年齢のあり方の現状 

 

〇日本の被選挙権年齢は、公職選挙法に定められているとおり満 25 歳以上もしくは満 30 歳以上（表

１）となっており、平成 27 年に満 18 歳以上に引き下げられた選挙権年齢との乖離が生じている。

この状況について、各政党や調査会等で検討されている（表２）ところではあるが、被選挙権年齢

について明確な方針は示されていない。 

（表１：日本の被選挙権年齢の現状 以下断りがない限り報告書中の図、表は鳥取県作成） 

（表２：各党の被選挙権年齢引き下げに関する主張：各政党 HP から抜粋） 
 
 

〇諸外国の状況をみると、アメリカやイタリアが被選挙権年齢を 25 歳以上と定める一方、イギリスや

フランス、韓国は近年下院議員を中心に被選挙権年齢を 18 歳以上まで引き下げており（表３）、若

年層の政治参画を進めている現状が伺える。 
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（表３：諸外国の被選挙権年齢の状況） 

 

○被選挙権年齢引き下げの当事者にあたる若年層の政治関心への意識について、公益財団法人明るい

選挙推進協会（以下明推協と呼ぶ）が行った調査によると（表４）、特に 20～29 歳の政治への関心

が希薄化しており、また若年層の投票率の低下（表５）もあり、若年層の政治への関心が高まって

いるとはいえない状況である。 

 

（表４：若年層の政治関心への意識調査：明推協資料を元に鳥取県作成） 

 

（表５：衆議院議員総選挙における年代別投票率の推移：総務省資料） 
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２ 研究会としての提言（素案） 

 

①2015 年に選挙権年齢が引き下げられて 10 年以上経過する中、引き続き被選挙権年齢が選挙

権年齢と異なる（乖離している）ことについて、合理的な理由はないのではないか。 

国会の各会派においても被選挙権年齢は、HP 等で引き下げの方向で意見表明がなされてい

るが、法改正など具体的な引き下げに向けた動きは見せていない。 

 

②被選挙権年齢の引き下げは、同世代が立候補することで自身の投票行動に繋がるといったこ

ともあり、若者の政治参加を促進させるものとなり、結果として投票率の向上にもつながる

ものと考えられるものであって、前向きに検討していくことが必要ではないか。 

 

③具体的に被選挙権年齢を具体的にどこまで下げるのか。これには職種によって 30 歳から 25

歳、25 歳から 18 歳と引き下げる方法や、一気に 18 歳まで引き下げる方法などがあり、公職

の種類ごとにその職務、職責が異なることから、引き下げの議論は国において活発に行われ

ることがのぞましい。 
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１ 主権者教育等の現状 

 

〇主権者教育等について、国、明推協、都道府県、市町村等、各団体がそれぞれ実施しているところ

である。例示すれば、各高校での出前授業や高校生議会、模擬投票やポスターコンクールのような

取り組みなどが挙げられる。 

 

○全国知事会において、各都道府県に主権者教育等の推進についてアンケートを実施した結果、啓発

事業を行うにしても職員のマンパワーが足りないといった回答や、啓発活動が投票率向上に結びつ

いているのか、定量的に把握することが難しいといった課題（表６）があった。また、投票率向上・

主権者教育等を向上させるための取組について、議会と連携した高校生議会などの事例や、県教育

委員会と連携し協定を締結した事例（表７）のような回答があった。 

 

 

（表６：投票率向上対策を実施する上での課題：都道府県アンケートから抜粋） 

 

 

（表７：投票率向上・主権者教育等に関する優良事例：都道府県アンケートから抜粋） 

 

○特に、近年利用が増えているＳＮＳ等での選挙活動に関して、第三者による偽誤情報の流布や限度

を越えた誹謗中傷などが社会問題となっており、若年層のみならずＳＮＳ利用者全般にわたる広範

なメディアリテラシーの向上が課題となっている。 

 

 

２ 研究会としての提言（素案） 

 

①一部連携している事例はあるが、主権者教育は、選挙管理委員会や学校現場など、それぞれ

の主体で行われているケースが多い。選挙管理委員会や学校現場だけではなく、都道府県・

市町村（いわゆる首長部局）や議会等様々な主体と連携して行うことができる体制づくりが
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重要ではないか。 

例えば、選挙人のメディアリテラシーを高めていくにあたっては、専門性の高いデジタル関

連のリテラシー教育が必要であり、都道府県（デジタル関連部局）など専門的知見を有する

者との連携が必須であるほか、政治的中立性を守らなければならない主権者教育において、

議会と連携することで、模擬議会の体験や議員の生の声を聞くといったより踏み込んだ取組

を進めていくことができる。 

 

②ネットメディア隆盛のなか、学ぶ機会がない方々（なかった方々）へのメディアリテラシー

教育（特にデジタル関連）も行う必要がある。 

若年層向けには、効果的と考えられる手法（ショート動画等）も活用し、国や都道府県がマ

クロな視点で進めていく必要がある。 

 

③子連れ投票の結果、将来的に投票参加につながったという具体的なデータでも示された効果

的な事例がある。これまでも優良事例の紹介は行われ、実際に周知・啓発が行われているが、 

より効果的に取組を進めていくために各選挙管理委員会等がそれぞれ行っている取組につ

いて、投票効果などを検証し、具体的な成果が見えるよう可視化したうえで共有していく仕

組みが必要ではないか。 
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１ 地方選挙再統一の現状 

 

〇昭和 22 年４月に第１回統一地方選が開始されてから、４年間ごとに４月に実施されてきた都道府

県や市区町村の首長及び地方議会議員の選挙が、市町村の大合併や首長の辞職等で任期のずれが生

じ、４年ごとの４月に実施されない自治体が増えてきている。（表８） 

 

 

（表８：統一地方選における統一率の推移：総務省公表資料をもとに作成） 

 

○地方選挙の時期がずれることにより、地方によっては選挙が毎回真夏に行われたり、雪や受験シー

ズンに当たる冬に行われることが生じており、地方での投票率低下の一因となっている。（表９） 

  

 

 

 

 

 

 

（表９：統一地方選以外の実施時期に対する意見：都道府県アンケートから抜粋） 

 

○諸外国の状況をみると、時期の決まっているアメリカ、フランス、韓国などがある一方、イギリス

やドイツは選挙時期が決まっていない。特に韓国では、統一地方選が４年ごとに６月と決まってお

り、広域自治団体と基礎自治団体の長と議会議員のそれぞれの選挙が同時に行われる。（表 10） 
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（表 10：各国の選挙時期） 

 

２ 投票環境向上にかかる現状 

 

○投票環境の向上を図るため、国や都道府県、市町村等の選挙管理委員会を中心に、選挙日当日の投

票所の確保はもとより、期日前投票所の拡充、移動投票所などの取り組みを進めているが、全国的

な投票率の低下を食い止めるには至っていない。 

 

〇投票率の低下の要因として、都道府県職員や市町村職員は平成 10 年以降減少を続けており、選挙

運営体制にも人手不足が及んでいる。その結果、投票所数の減少、また投票立会人や投票管理者と

いった関係者の減少による、投票所運営等の困難化がある。（表 11）。 

 

 

（表 11：投票率と投票所、自治体職員の推移） 
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〇令和８年２月の衆議院議員総選挙では、解散日から投開票日までの期間が 16 日間と戦後最短とな

り、選挙準備期間が短かったため、各選挙管理委員会では物資の手配等に苦慮したとの回答があっ

た。また、選挙日当日には日本海側で警報級の大雪となったため、関係県での投票率が低下した

（表 12）。 

 

 

（表 12：令和８年２月８日衆議院議員総選挙概要） 

 

３ 研究会としての提言（素案（仮）） 

 

①統一地方選挙は、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ

効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一されているものであるが、統一率の低下、投票

率の低下、選挙への関心の低下、といった現状を踏まえると、地方選挙については、再統一

という方向性について検討を進めてもいいのではないか。 

 

②地方選挙の再統一の具体的な手法については、補欠選挙化や国政選挙の補欠選挙に合わせる

など、研究会においても意見があったが、長・議員の任期といった地方自治制度の根幹に関

わるものであることから、国における議論を期待したい。 

なお、選挙を実施する時期によっては、選挙人、候補者、管理執行機関など選挙に関わる多

くの方々が苦慮する、といった現実的な意見があった。選挙を行う時期は、再統一に係る検

討材料となるのではないかと考えられる。 

 

③また、衆議院や議会の解散、首長の辞職など、何ら準備のないタイミングで選挙が急遽行わ

れることは制度上想定されるところではあり、これらの選挙の場合、任期満了で行われる選

挙と比し、準備期間が限られることから管理執行機関の負担は増加するとともに、投票環境

の整備面においても劣ってしまうという事態が生じうる。選挙実施に向けた準備期間が一定

期間確保できれば、円滑な管理執行が進められることとなり、結果として選挙人の投票機会

の確保に繋がる。準備期間を考慮した日程設定など、仕組みの見直しの検討を進めてもいい

のではないか。 

 

④地方での投票率低下が著しいのは投票所が減少していることにも起因しており、立会人や職
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員不足もその一因となっている。 

より多くの投票機会を増やすためには、人員確保策の検討が必要である。他方、人口減少傾

向の中での人員確保には限界がある。そのため、電子投票やオンライン投票立会人など、デ

ジタル技術によって人手不足をカバーできるような取組の検討が必要ではないか。 

なお、デジタル技術の活用にあたっては、投票の秘密やプライバシーを十分に配慮すること

が前提であることは言うまでもない。また、専門的な見地からデジタル技術を活用する場合

等は都道府県も巻き込んで投票環境向上方策を講じていくことも有用であり、その場合、都

道府県の職員の人員確保も必要となってくると考える。 
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１ 参議院合区選挙区の現状 

 

〇参議院の選挙区選出議員の選挙は、昭和 22 年の参議院議員選挙法、昭和 25 年の公職選挙法制定

以来、一貫して都道府県単位の選挙区において実施されてきた。しかし、都市と地方の人口格差の

拡大により、議員一人あたりの人口の格差が拡大する状況が生じた。昭和 58 年 4 月当時の最高裁

判決では、参議院のいわゆる「一票の較差」に対する訴訟において、合憲との判断であり、都道府

県の代表としての性質を認める判決が示された（表 13）。 

 

（表 13：昭和 58 年 4月最高裁判決） 

 

〇引き続き人口の格差が拡大した結果、平成 24 年 10 月の最高裁判決においては、一票の較差に対す

る「違憲状態」判決が出たことにより、できるだけ速やかに不公平状態を解消する必要が示された

（表 14）。これを受けて、参議院での議論の末、平成 28 年の通常選挙に向けて、「４県２合区を含

む 10 増 10 減」の公職選挙法改正が行われた。 

 

 

（表 14：平成 24 年 10 月最高裁判決） 

 

○合区対象となった４県は鳥取県と島根県、徳島県と高知県がそれぞれ１つの選挙区（合区選挙区）

となり、両県の選管が合区選管を設置し、平成 28 年以降の参議院議員選挙を執行することとなっ

た。 

 

○平成 28 年以降、合区選挙区として４回の参議院選挙が行われたが、合区対象県の投票率の著しく低

下した。また、合区対象県からは、自県の代表を選べない、人口の少ない県の声がますます届きに
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くくなるといった声があり、合区は早期に解消すべき課題となっている。（表 15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表 15：合区対象県の声：都道府県アンケートから抜粋） 

 

○一票の較差に関する最高裁判決について、近年、地方自治を意識した判決がみられ、特に令和 5年

10 月の最高裁判決では合区対象県の投票率の低下といった実情に触れ、現状の合区制度に対して慎

重に検討すべき課題があると指摘している（表 16）。 

 

 

（表 16：令和２年 11 月、令和５年 10 月最高裁判決②） 

 

 

２ 研究会としての提言（素案（仮）） 

 

①参議院選挙区を合区とすることによって、合区対象県において様々な弊害が具体化してきた。

一方の県の出身者・関係者が立候補した場合、他方の県では有権者の関心の低下が懸念され、

結果として地元の意見が届けられない・届けづらいという声がある。 

また、そのような事情も背景に、合区対象県においては投票率の低下が見られるところであ

り、合区導入前後の投票率の低下は、鳥取県、島根県においては特に顕著である。 

特に地方における人口減少が進んでいることから、選挙区の設定において人口比例原則に従

うと、今後も合区対象県が広がっていくことは避けられない。 

そういった点においては、もはや合区は、対象４県だけの問題ではなく、全国的な問題とし

て捉えるべきものとして、この解消に向けた議論が必要ではないか。 
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②合区解消に向けた議論を単純な数あわせの議論にすべきではない。 

国会と地方自治体との関わり方など参議院のあり方のしっかりと議論していく必要もある

のではないか。 

また、合区解消の具体的な方法論を議論するにあたっては、憲法や選挙区・比例代表とする

選挙制度等そのものについて議論していく必要があると考えられる。 

賛否両論のある多方面の議論が避けられず、検討に時間を要すると考えられるところ、２年

後にはまた参議院通常選挙が行われることとなることから、国においては議論を急ぐべきと

考える。 
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１ 選挙運動規制、ＳＮＳ、ネット規制の現状 

 

○選挙運動は、ビラ、ポスターといった文書図画の頒布によって行うもの、立札やちょうちんを取り

付けた選挙運動用自動車の活用による連呼行為、新聞広告や政見放送などマスメディアを通した運

動など、その種類は多岐にわたり、これまで数十年にわたって、これらの手法を用いて展開されて

きた。 

 

○しかしながら、インターネットの普及により、ウェブサイトや電子メールなど新たな媒体の利用が

日常化する中で、2013 年、選挙運動においても、インターネット選挙運動が導入されることとなっ

た。法制化にあたり、表示義務などのルールが設けられるとともに、電子メール利用を中心に規制

が設けられたが、ウェブサイト等に関しては、適正利用の努力義務規定が設けられるに止まった（表

17）。 

 

 

（表 17：インターネット選挙運動の概要） 

 

○その後、現在までにインターネット選挙運動について制度改正はなされていないが、インターネッ

トの活用においてはＳＮＳ利用（ウェブサイト等による選挙運動）が中心となるなど、情勢に大きな

変化が見られるところである。 

 

（表：インターネット選挙運動における問題事例：知事会事前アンケート抜粋） 
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（表：諸外国と日本の選挙制度規制の比較） 

 

（表：主な国のインターネット・ＳＮＳ等規制の状況） 

 

（表：諸外国のネット空間管理・規制の取り組み） 
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２ 研究会としての提言（議論の方向性） 

 

①インターネット選挙運動を除く現行の選挙運動（以下、「既存の選挙運動」という。）は、ビ

ラ、ポスターなど昭和の時代と比べても基本的な様態は変わっていない。インターネットの

活用が広がっていく中、既存の選挙運動について、時代に即した見直しが必要ではないか。 

 

②他方、2013 年に導入されたインターネット選挙運動はその後のインターネットの利用の広が

りにより、影響力の大きい選挙運動の媒体となっていると考えられる。インターネット選挙

運動において、電子メールによる選挙運動は一定の制限が加えられているにもかかわらず、

近年主流とされるＳＮＳを活用した選挙運動にはほとんど規制がない。そのため、選挙時に

は候補者等に対する誹謗中傷や真偽不明情報の拡散など新しい課題が生じているところであ

り、こちらも時代に即した見直しが考えられるのではないか。 

 

③インターネット空間における公正な選挙運動を担保するため、フランスや韓国の監視・取り

締まり事例を参考になるのではないか。これらの体制整備は現実的には極めてハードルが高

いものとは考えられるが、選挙期間中の誹謗中傷や真偽不明情報の拡散について、事業者の

積極的な協力や国主導での対策を講じるなど、選挙運動が適正に行われるために何らか対応

が必要ではないか。 

 

④既存の選挙運動においては、選挙管理機関がポスター掲示場や選挙公報など、公的な選挙運

動の場所を設けている。有権者が偽誤情報や誹謗中傷などに惑わされず、インターネット上

にも候補者等の正しい情報を掲出するような空間を作り、公の管理空間を確保する環境を考

えていくことも一案ではないか。 

 

 


